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 給与明細、手書きから電子に移行しました！   

源泉所得税などの計算が面倒に感じ、 
紹介されたソフトを導入。 

自動計算で便利になったうえ、 
給与明細の見栄えも良くなった。 

導入当初は不安もあったが、 
慣れるとスムーズになり、 

以前より時間短縮できている。 

導入後、初めてお給与明細を印刷した際、 

「ちゃんとした会社みたい！」と 

社長がおっしゃっていたのが印象的でした！ 

私たちから見ると、経理書類もきちんと 

整っている、十分「ちゃんとした会社」ですが 

こういったことも従業員の方へのアピールに 

なるのかもしれませんね。 

［建設業 I 社さま（明細作成人数 7 名）］ 

導入したばかりで、まだ不安も 
あるが、自動計算されるので、 

信じて進めている。 
［飲食業 M 社さま（明細作成人数 10 名）］ 

［内装工事業 I 社さま（明細作成人数 6 名）］ 

私たちのご案内不足 

…です（反省）。 

ご不安な部分は 

いつでもお問い 

合わせください！ 

 

みやぎ掲示板 皆さまへの“お知らせ”欄です！ 

新設しました！ 

不定期ですが、皆さまへの 

いろいろなお知らせを 

掲載するコーナーです！ 

 「保険料控除証明書」が届き始めます！  
 
年末調整や確定申告で必要となる書類です。 
生命保険、地震保険、小規模企業共済、iDeco など 
加入されている方は、大切に保管してください。 
 
＜法人の方へ＞ 
年末調整の用紙は、準備ができ次第、 
ご人数分をお渡しいたします（11 月初旬以降の予定）。 

 最低賃金が改定されました！  
 
令和 6 年 10 月 1 日より 
都道府県ごとの最低賃金が 
改定されています。 
 

県名 金額（円） 
埼玉 1,078 
東京 1,163 
千葉 1,076 

神奈川 1,162 
 
最低賃金は、時間給の金額 
です。月給や日給の場合は、 
１時間あたりの額が上記以上 
となっている必要があります。 
 
アルバイトやパートの方だけ 
でなく、必ずご確認ください。 

 公式 LINE アカウント 友だち募集中です！  
 
私たちも公式 LINE アカウントを作成しています。 
この「事務所通信」をホームページに公開した際の 
お知らせをメインに配信中。弊所担当者とのご連絡が 
E メールや電話より LINE の方が便利！という方は、
こちらの公式アカウントをご利用ください。 
 
弊所とご契約をいただいている、お客さま限定です。 
ご登録方法（QR コードなど）については、弊所 
担当者よりご案内をさせていただきます。 

現在の事務所にお引越しして 

丸６年が経ちました！ 

本当に、時が経つのは、 

「あっ」という間です…。 


